
次のとおり随意契約を行うので、随意契約参加希望者を公募する

1 発注番号

2 公募日

3 契約担当者 能代市長　　齊　藤　滋　宣

4 件名 指定ごみ袋等保管配達業務委託

5 業務場所 能代市一円ほか

6 履行期間

環境産業部　環境衛生課

　　　電　話　番　号 0185-89-2172

　　　ファクシミリ番号 0185-89-1769

8 物品又は委託の種別 委託（複数単価見積）

指定ごみ袋等の保管及び配達業務

（１）

（２）

（３）

（４）

11
見積書提出に関する注
意事項

(金) 午後１時２０分

13 見積書提出の場所

（１） 応募型随意契約基本事項のとおり

第３－１３号

能代市役所第１庁舎１階　契約検査課入札室

令和8年4月6日

※設計、仕様等の詳細については、公募文とともに全てホームページに掲載しています

令和8・9年能代市物品等指名競争入札参加資格者名簿に登載さ
れていること

国、秋田県及び本市の指名停止期間中でないこと

物品等の随意契約について

7 当該業務の主管課

 随意契約に参加する者に必要な要件は、応募型随意契約基本事項のほ
か、次の要件を満たす者であること

10 随意契約参加資格要件

見積書提出予定日

見積金額は１０円単位とし、各項目１単位あたりの単価見積（消費税等を
除く）とする。

契約相手は、第１回の見積により、見積書合計額（Ｈ欄）が最も低い者に
決定するが、それぞれの項目について予定価格を定めるので、予定価格
を上回る項目については、予定価格を下回るまで決定金額とはしないも
のとする。

令和8年5月1日から令和9年3月31日

9

秋田県内に契約の締結できる営業所を有していること

令和8・9年能代市物品等指名競争入札参加資格申請において
「①指名競争入札及び随意契約」で申請していること

14 　　その他

12
見積書提出までのスケジュールは別紙のとおり

令和8年4月17日

　 主な仕様（概要）



スケジュール 件 名 ：

手続等 手続きの方法等

(月) 正午から

(水) 午後５時まで（閉庁日を除く）

(月) 正午から 基本事項２のとおり

(水) 午後５時まで（閉庁日を除く） 提出先：業務主管課

(月) 正午から

(金) 午後５時まで（閉庁日を除く）

4
設計図書等に対する質問
への回答

(金) 午前９時までに回答書を作成し、供覧 基本事項２のとおり

5 指名通知・非指名通知 (火) 基本事項４のとおり

(金) 午後１時２０分

会 場 ： 能代市役所第１庁舎１階　契約検査課入札室

設計図書等の閲覧・貸出

令和 8年 4月 6日

1

指定ごみ袋等保管配達業務委託

期間・期日・期限等

基本事項２のとおり

令和 8年 4月 8日

基本事項５のとおり

令和 8年 4月 8日

令和 8年 4月 6日

基本事項３のとおり

6 見積書提出予定

令和 8年 4月 6日

3

令和 8年 4月 17日

令和 8年 4月 14日

令和 8年 4月 10日

2

申込書類の受付

設計図書等に対する質問
の受付

令和 8年 4月 10日



様式第１号（第６条関係）

能代市長　　齊　藤　滋　宣　　様

申込者

（名簿登載番号　　　　　　　　　　　　　　　）

発 注 番 号

電 話 番 号

担 当 者 名

を満たし、地方自治法施行令第１６７条の４（ただし、第２項は他の地方公共団体に限る）

代 表 者 氏 名

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

物 品 （ 業 務 ） 名

     次の物品及び委託等に係る応募型随意契約に参加したいので、申し込みます。

指定ごみ袋等保管配達業務委託

物品及び委託等用

物品等応募型随意契約参加申込書

令和　　　年　　　月　　　日

住 所

商号又は名称

本 見 積 書 提 出 に

関 す る 連 絡 先

第３－１３号

なお、公募に示された見積書提出に参加する者に必要な要件（指名停止を受けていないこと等）

　に該当しないこと及び提出書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。



　能代市長　　齊 藤 滋 宣　　様

 印

　下記のとおり能代市財務規則に基づいて見積します。

指定ごみ袋等保管配達業務委託

推定数量 単位 予定総金額

 入庫作業料 120 パレット (A)　　　　　　　円

 保管料 2,460 パレット (B)　　　　　　　円

 管理料 11 月 (C)　　　　　　　円

 配達料（保管場所より） 3,780 梱包 (D)　　　　　　　円

 配達料（環境衛生課より） 180 梱包 (E)　　　　　　　円

3,910 箱 (F)　　　　　　　円

3,910 箱 (G)　　　　　　　円

(H)  　　　　　　円

(H)＝(A)＋(B)＋(C)
＋(D)＋(E)+(F)+(G)

 伝票発行費用

代表者氏名

記

円

　　　　　見　積　書（第　　回）

      令和　　年　　月　　日

住 所

商号又は名称

項 目 名

件 名

合 計

備 考

見積単価

円

円

円

円

円

円

 出庫作業料



応募型随意契約基本事項（物品・委託等） 

 

 

１ 随意契約に参加する者に必要な要件  

 （１）本市の能代市物品等指名競争入札等参加資格者名簿（以下、資格者名という。）に登載さ

れている者であること。 

 （２）参加申込期限の日から決定の日までの間において、国、秋田県及び本市の指名停止措置

を受けていないこと。 

 （３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て、又は破産法（平成１６年法律第

７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生

法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた場合

は、この限りではない。 

 

２ 仕様書等に関すること  

 （１）仕様書等の閲覧又は貸し出しは次によるものとする。  

ア 閲覧又は貸出場所   能代市総務部契約検査課 

イ 閲覧又は貸出時間   ４時間以内 

ウ その他        設計図書は破いたり、汚すことのないよう十分注意すること。 

 （２）仕様書等に対する質問は次によるものとする。  

        ア 質問方法  簡易なものを除き、書面（任意様式）を作成し、原則としてファクシ

ミリで送付すること。 

       イ 提 出  先  物品・委託等の業務主管課 

（３）質問に対する回答は、契約検査課において供覧を行う。又、質問があった場合は能代市

のホームページに掲載する。 

 

３ 随意契約参加申込等に関すること  

 （１）物品等随意契約参加申込書  

     随意契約に参加しようとする者は、別紙の物品等随意契約参加申込書を市長に提出する

こと。  

 （２）申込書類の入手方法  

ア 交付場所  能代市総務部契約検査課 

電話番号 ０１８５－８９－２２２２  

※能代市のホームページからダウンロードすることもできます。  

    イ 交付費用  無料  

 （３）申込書類の作成  

申込書類の作成に当たっては、申込書類に示す注意書きを厳守すること  

 （４）申込書類の提出及び受付  

ア 提出方法  持参又は書留郵便によること。  

イ 提  出  先  能代市総務部契約検査課又は二ツ井地域局総務企画課  

（５）随意契約参加の辞退 

    随意契約参加申込書を提出した者は、当該申込書等を提出したあと決定されるまでの間

において参加資格を有しないこととなったときは、決定前にあっては辞退届を、決定後に

あってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。 

 

４ 指名通知等  

 （１）指名通知  

     申込書類の確認の結果、適当と認めた者に対しては、ファクシミリにより通知する。  



 （２）非指名通知  

申込書類の確認の結果、指名されなかった者に対して、理由を付して通知する。  

※ 上記（１）又は（２）の通知が見積書提出予定日の２日前の時点でも届かない場合は、

必ず契約検査課へ問い合わせすること。  

 

５ 見積書提出、決定に関すること  

 （１）能代市財務規則（以下「規則」という。）、能代市物品等入札心得を遵守の上、随意契

約に参加すること。  

（２）決定に当たっては、見積書に記載された金額に消費税等相当額（消費税法（昭和６３年

法律第１０８号）に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及

び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づき地方消費税が課される金額に同法に基

づく税率を乗じて得た金額をいう。）を加えた金額（当該金額に１円未満の端数があると

きは、当該端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約予定金額とするので、見積

者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約

希望金額から消費税等相当額を除した金額を見積書に記載すること。  

 （３）見積書を郵送する場合は、書留によるものとし、見積書提出日時までに到着したもの

で、１枚（１回分）とする。（ただし、原則として再度見積書提出には参加できないもの

とする）  

（４）見積書を提出しようとする者が、参加申込期限の日から決定の日までの間に、随意契約

に参加する者に必要な資格を失ったときは、その者は随意契約に参加することができない。

既に見積書を提出している場合、その見積書は無効とする。 

（５）決定から契約締結までの間において、決定者が１に掲げる要件を満たさないこととなっ

た場合は、当該決定者と契約を締結しないことができる。 

  

６ 契約締結に関すること  

 （１）契約締結時期は、決定の通知を受けた日の翌日から起算して７日以内とする。  

 （２）契約保証金については、規則第１２７条による。  

   

７   その他必要な事項  

 （１）申込書類に係るヒアリングは実施しないが、必要と認めた場合には説明を求める場合

がある。  

 （２）提出された申込書類は返却しない。  

 （３）申込書類の審査基準日は、参加申込期限の日とする。  

    ※新たに資格者名簿への登載を申請する場合は、仕様書等閲覧期限の日までに物品等

指名競争入札等参加資格者申請書を提出しなければならない。  

 （４）履行期限は、事情により変更することがある。  

（５）契約金額は、完成検査後、請求を受けた日から３０日以内に支払う。  

※測量士等（所得税法第２０４条第１項第２号に掲げるもの）の業務に関する報酬又は

料金については、その支払の都度所得税及び復興特別所得税を源泉徴収します。  

（６）申込書類作成及び提出についての問い合わせ  

        能代市総務部契約検査課  

電話番号     ０１８５－８９－２２２２  

ファクシミリ番号 ０１８５－５４－６４６０  

 

 



円

仕

様 別紙のとおり

概

要

課 係 検 浄

長 長 算 書

（甲） 　能　　代　　市
単

 　費　　　目  工 種  種 別  細 別 　推定数量 　金　 額 　摘　 要
位

 入庫作業料 ﾊﾟﾚｯﾄ

 保管料 ﾊﾟﾚｯﾄ

 管理料 月

 配達料（保管場所より） 梱包

 配達料（環境衛生課より） 梱包

 出庫作業料 箱

 伝票発行費用 箱

計

消費税額等

合　計

3,910

180

3,910

11

3,780

単 価

120

2,460

設　　計　　書

指定ごみ袋等保管配達業務委託（５月～３月分）

設　計　額

 調 査

 設 計



仕  様  書 

 

１．委託名 

指定ごみ袋等保管配達業務委託 

 

２．委託業務概要 

  能代市指定ごみ袋（証紙）（以下「指定ごみ袋」という。）を適正に保管するとともに、指定

ごみ袋及び粗大ごみ用証紙（以下「指定ごみ袋等」という。）を、市が指定ごみ袋等の売りさば

き人（以下「売りさばき人」という。）から注文を受けた数量の指定ごみ袋等を売りさばき人が

指定する配達先（以下「指定ごみ袋等配達先」という。）に配達する業務をいう。 

 

３．契約期間 

令和８年５月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４．業務に係る基本事項 

（１）受託者は、自己の責任と費用負担により、業務を行うために必要な施設、機材及び人員等

を確保するとともに、指定ごみ袋等の保管、配達、在庫の状況を的確に把握すること。 

①指定ごみ袋等の保管は、保管に適した建物内で保管量に応じて必要面積を確保でき、かつ火

災、荷崩れ及び盗難、紛失等を防止するための確実な措置を講じている場所（以下「保管場

所」という。）で行うこと。 

②人員の配置については、業務全体を把握している担当者を置き、市及び指定ごみ袋等配達先

と常時連絡ができる体制を確保すること。 

（２）業務で取り扱う指定ごみ袋等の保管・配達単位は、別紙１「指定ごみ袋等の保管・配達

単位」のとおりとする。指定ごみ袋等の保管・配達数の推定量と納入予定及び保管数量は別

紙２「指定ごみ袋等の保管・配達の推定数量と納入予定と保管数量見込」のとおりとする。

指定ごみ袋配達見込は別紙３、指定ごみ袋配達業務手順は別紙４のとおりとする。配達業務

の対象となる指定ごみ袋等の配達先は、別紙５のとおりとし、売りさばき人の店舗名、住所

等詳細については、契約後に示す。なお、指定ごみ袋等配達先については契約期間中であっ

ても追加や変更する場合がある。 

（３）指定ごみ袋等は一般廃棄物処理手数料に相当する金券の性質を有する証紙であり、破損、

盗難・紛失等の事故を起こさないよう取り扱いに十分注意すること。特に、業務に従事する

者に対しては、その取扱いに対して十分な研修を実施すること。 

（４）業務を行うにあたっては、関連する法令等を遵守すること。なお、事故等の不測の事態が

発生した時には臨機の対応を行うとともに、速やかに市に連絡の上、書面で報告し、市の指

示に従うこと。 

 

 

 

 



５．委託業務の内容 

（１）保管業務 

保管業務とは、指定ごみ袋の搬入（搬入作業・搬入管理）、保管（仕分け・在庫管理）、搬出

（搬出作業・搬出管理）に関連する業務とする。なお、市から納品される指定ごみ袋は証紙で

あることに留意し、保管場所については盗難・紛失等を防止するための確実な措置を講じると

ともに、厳重に保管・管理すること。 

また、保管場所は汚損などがないよう常に清潔に保たれ、他の商品との混同や遺失盗難を防

ぎ、在庫状況について随時確認できるとともに、定期的に報告すること。 

①指定ごみ袋は保管場所内に種類ごとに保管し、先入れ、先出しの原則で管理すること。 

②指定ごみ袋を保管する倉庫は受託者が常に管理できる箇所に存在し、指定ごみ袋配達業務手

順に対応できること。 

③その他保管業務に関して、本仕様書に定めのない事項については、市と協議して決定するこ

と。 

 

（２）配達業務 

配達業務とは、市からの配達依頼に応じ、指定ごみ袋を配達単位（箱）毎に保管場所から搬

出し、市（環境衛生課）から発送する分（指定ごみ袋の１０冊単位及び粗大ごみ証紙）を加え

て、売りさばき人が指定する場所に配達する業務である。 

①配達単位は、一つの指定ごみ袋等配達先でごみ袋にあっては１箱、市（環境衛生課）から発

送する分は１梱包で１個とする。また、指定ごみ袋等配達先の追加や変更があった場合も、

市からの指示に従うこと。 

②配送に関しては指定ごみ袋等の納品と併せて、市の指示に従い納品書・納入通知書兼領収書

等を配送すること。なお、指定ごみ袋等を指定ごみ袋等配達先へ納品した際に配達確認書に

受領印を受け取り、市に提出すること。 

③各指定ごみ袋等配達先が、何らかの事由により配達した指定ごみ袋等の受け取りを拒否した

場合は、市と協議のうえ別の指定ごみ袋等配送先への配送に使用できるよう努めること。な

お、当該配送で保管場所に持ち帰った指定ごみ袋等については、配送完了個数に含めないよ

う処理すること。 

④原則として指定ごみ袋等の不良品の回収は行わない。ただし、何らかの事情で回収した場合

には、速やかに市に報告すること。 

⑤その他配送業務に関して、本仕様書に定めのない事項については、市と協議して決定するこ

と。 

 

（３）市への報告業務 

指定ごみ袋等の保管場所在庫状況報告については、以下のとおりとする。 

①原則として、毎月末、保管場所に保管している指定ごみ袋等の数量を実際に数える棚卸を実

施し、指定ごみ袋等の種類ごとに搬入数、搬出数、在庫数が分かる一覧表にして、月単位で

市に報告すること。 

②その他、市が求める内容に応じて報告書を提出すること。 

 



（４）損害の補償、債務の負担 

①業務履行中に市が預託する指定ごみ袋等に損害が生じ、あるいは生じるおそれがある場合に

は、遅滞なく市に通知すること。 

②保管中及び配送時において、市が預託する指定ごみ袋等（指定ごみ袋等の外装袋や梱包する

段ボール箱を含む。）に損害（破損、汚損、盗難及び紛失等を含む。）が発生した場合は、受

託者の負担で市が算出した損害を金銭で市に補償するものとする。ただし、天災等明らかに

受託者の責任とはいえない特別な事情による損害については、市と協議の上決定するものと

する。 

 

６．委託料 

（１）委託料の支払い 

委託料は、実績により支払うものとし、所定の手続きに従い請求するものとする。発注者は、

適法な支払請求を受けた日から３０日以内に委託料を支払わなければならない。 

 

（２）請求の単位 

配達個数は、ごみ袋は１箱及び１梱包を１個、粗大ごみ証紙は、１梱包を１個とする。 

  入庫作業は、１パレット毎とし、１パレット毎の指定ごみ袋の数量は以下のとおりとする。 

  可燃（大）及び不燃（大）：３２箱  可燃（中）及び不燃（中）：５０箱 

  可燃（小）及び不燃（小）：６６箱 

  ※各パレットで、指定数量に満たない場合は１パレットとする。 

  保管パレット数は、以下の方法でカウントする。 

  毎月の以下の期間の最大保管数量の計 

  ・１日～１０日 

  ・１１日～２０日 

  ・２１日～月末日 

 

７．その他補足事項 

（１）委託業務にあたっては、業務体制、緊急連絡網、非常時マニュアルなどを整備し、あらか

じめ市に届け出るものとする。 

（２）情報管理及び秘密保持等については、以下のとおりとする。 

①受託者は、取扱店の情報を始め、業務上知り得た情報は業務を行うこと以外の目的に使用し

てはならない。 

②受託者は、業務上知り得た情報を一切他に漏らしてはならない。また、本契約終了後も同様

とする。 

③取扱店に関する情報は、個人情報に当たる場合があるので厳重に管理すること。 

 

８．その他 

本仕様書に定めのない事項については、市と協議のうえ決定するものとする。 

 



別紙１

指定ごみ袋等の保管・配達単位

            

指定可燃ごみ袋

種類 梱包重量

指定不燃ごみ袋

種類 梱包重量

粗大ごみ用証紙

種類 梱包重量

単位 梱包数量

大
１箱

Ｗ320mm×Ｄ470mm×Ｈ280mm　程度 約15kg
（５０冊）

中
１箱

Ｗ230mm×Ｄ430mm×Ｈ200mm　程度 約10kg
（５０冊）

小
１箱

Ｗ270mm×Ｄ360mm×Ｈ140mm　程度 約5kg
（５０冊）

単位 梱包数量

大
１箱

Ｗ250mm×Ｄ360mm×Ｈ310mm　程度 約15kg
（５０冊）

中
１箱

Ｗ250mm×Ｄ320mm×Ｈ290mm　程度 約10kg
（５０冊）

小
１箱

Ｗ230mm×Ｄ390mm×Ｈ120mm　程度 約5kg
（５０冊）

単位 梱包数量

一種類
１束

Ｗ100mm×Ｄ85mm×Ｈ1mm 15g
（１０枚）



別紙２

指定ごみ袋等の保管・配達の推定数量と納入予定と保管数量見込

※数量は目安であり、確定したものではありません。

単位：箱

在庫数量 年間入庫 年間配達
（R7.3末） 数量 予定数量

可燃ごみ袋 大 1,490 2,592 2,540
中 690 1,200 1,164
小 300 462 436

不燃ごみ袋 大 170 32 68
中 200 50 57
小 130 66 44

合計 2,980 4,402 4,309
※在庫数量は、能代市役所の保管分も含む

令和８年度配達見込 単位：　ごみ袋：箱　粗大ごみ証紙：束

可燃ごみ袋 大 211 218 251 197 237 232 213
中 102 99 109 104 94 109 106
小 28 30 46 37 30 48 43

不燃ごみ袋 大 16 8 1 3 4 3 6
中 13 7 1 1 2 6 3
小 5 5 1 2 5 5 2

粗大ごみ証紙 　
（1束=10枚） 22 16 15 13 16 27 9
合計 397 383 424 357 388 430 382

366 354 328 339 365 399 369
25 17 16 14 18 22 15

391 371 344 353 383 421 384

可燃ごみ袋 大 294 111 136 223 2,323
中 140 46 63 92 1,064
小 56 18 21 35 392

不燃ごみ袋 大 15 2 2 2 62
中 11 1 2 1 48
小 6 2 5 38

粗大ごみ証紙
（1束=10枚） 13 4 7 6 148
合計 535 182 233 364 4,075

515 174 224 347 3,780
18 9 11 15 180
533 183 235 362 3,960

種類 サイズ

種類 サイズ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

保管場所発送数量
市発送数量

合計

種類 サイズ 12月 1月 2月 3月 合計

保管場所発送数量 配達料（保管場所）

市発送数量 配達料（環境衛生課）

合計



令和8年度ごみ袋等納入予定 　 単位：箱

4月-3月 パレット数

計
可燃ごみ袋 大 736 704 576 576 2,592 81

中 300 300 300 300 1,200 24
小 132 132 132 66 462 7

不燃ごみ袋 大 32 32 1
中 50 50 1
小 66 66 1

数量調整分 5

合計 1,200 1,252 1,008 942 4,402 120

※指定ごみ袋の販売状況により、納入数量が変更となる可能性がある。 入庫作業料

※大：１パレット３２、中：１パレット５０、小：１パレット６６

令和8年度ごみ袋等の保管数量見込　（単位：パレット）

年月 パレット（1100ｍｍ×1100ｍｍ×140ｍｍ）

４月 保管時は２段積み可

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

4月-3月　計 保管料

種類 サイズ ７月 9月 11月 3月

ﾊﾟﾚｯﾄ数

187

157

223

196

262

232

280

238

223

208

254

2,460



指定ごみ袋配達実績（単位：箱） 別紙３

売りさばき人指
定番号

可燃大数量 可燃中数量 可燃小数量 不燃大数量 不燃中数量 不燃小数量
粗大シール数量

（１０枚）

2 84 55 29 2 2 3 18

3 153 88 36 4 3 4 31

4 105 56 20 3 3 3 15

5 1 0 0 0 0 0 0

11 10 8 0 0 0 0 0

12 5.2 2.4 1.2 0.2 0 0 20

13 85 58 34 5 5 2 10

14 4 3 1.4 0 0 0 0

16 2 2 1 0 0 0 0

17 2 0 0 0 0 0 0

36 1 2 0 0 0 0 0

44 1 1 0.4 0 0 0 0

46 0.6 0.4 0.2 0 0.2 0 0

52 43 10 4 1 0 0 0

54 4 1 1 0 0 0 0

58 62 25 7 2 2 2 4

60 2 0 0 0 0 0 0

62 2 0 0 0 0 0 0

64 0.8 0.4 0.4 0 0 0 0

65 3 1 0 0.4 0 0 0

66 1.2 0.6 0.2 0 0 0 0

67 71 47 18 2 2 3 6

70 29 18 13 1 1 2 4

77 2.2 0.4 0 0 0 0 0

78 0.4 0 0 0 0 0 0

87 50 21 8 1 1 1 0

89 0.6 0 0 0 0 0 0

94 93 59 23 3 2 1 0

101 5 1 0 0 0 0 0

104 62 36 13 1.4 1.4 0 0

106 57 26 15 2 3 3 3

108 3 1 0 0 0 0 0

115 4 2.2 1 0 0 0 0

116 4 0.4 1 0 0 0 0

117 6 2 0.4 0.2 0 0 2

124 5 2 0 0.2 0 0 1

125 1 0 0 0 0 0 0

129 3 1 1 0.2 0.2 0.2 0

133 6 2 0 0 0 0 0

139 2 0 0 0 1 0 0

147 5 2 1 0 0 0 0

155 36 17 9 2 2.2 1.2 0

164 44 16 7 0 0 0 0

165 0.8 0 0 0 0 0 0

166 43 16 5 0 0 0 1

167 5 1 0 1 0 0 0

168 4 1 0 0.2 0 0 0

174 6 1 0 1 0 0 0

175 39 14 5 0.6 0.4 0.4 0

177 4 1 0 0 0 0 0

179 17 8 2 0.4 0.2 0 0



指定ごみ袋配達実績（単位：箱） 別紙３

売りさばき人指
定番号

可燃大数量 可燃中数量 可燃小数量 不燃大数量 不燃中数量 不燃小数量
粗大シール数量

（１０枚）

180 86 24.6 9 1 0.8 0.8 0

181 9 2 1 0.2 0 0 0

182 52 17 4 3 2 2 0

183 6 4 2 0 0 0 0

189 1 0.6 0 0 0 0 0

190 0.4 0.2 0 0 0 0 0

191 4 3 0 0.6 0 0 1

192 1 0 0 0 0 0 0

193 11 4.4 2 0.6 0.2 0.2 0

194 97 51 19 2.2 2 1.2 0

195 2 0 0 0 0 0 0

197 6 2 1 0.6 0 0 0

198 5 1 0 1 0 0 1

199 43 21 8 0 1 1 0

200 27 10 2 0 0 0 0

201 116 62 28 3 2 2 17

202 40 16 6 0.6 0.4 0.8 0

203 37 11 4 1 0 1 0

204 83 24 9 2 0 0 0

205 6 2 0.8 0 0 0 0

206 55 18 5 2 2 1 0

207 40 12 3 1 0 0 0

208 65 25 11 2 1 1 0

209 51 21 9 0 0 0 0

210 10 5 0 0 0 0 0

212 37.2 13.2 5 2 0 0 0

213 1 0 0.2 0 0 0 0

501 6 2 0 0 0 0 1

503 8 3.6 0.4 0.2 0.2 0 0

505 2.4 0.2 0.2 0 0 0 0

507 2 0 0 0 0 0 0

510 86 48 20 3 3 2 15

511 2.2 0.4 0.4 0 0 0 0

515 2 2 1 0 0 0 0

519 2 1 0 0 0 0 0

522 1.8 0.8 0 0 0 0 0

524 1 1 0 0 0 0 0

525 24 12 4 3 1 0 0

528 4 1 0 0.2 0 0 0

531 12 4 1 0.2 0.2 0.2 0

532 2 0 0 0 0 0 0

536 3 1 0 0 0 0 0

537 6 2 0 0 0 0 0

539 29 9 5 0.2 0 0.2 0

540 1 0 0 0 0 0 0

541 1 0 0 0 0 0 0

総計 2261.2 1047.4 419.1 63.4 45.4 39.2 150



別紙4

指定ごみ袋配達業務手順

１日目 ２日目 ３日目 　

ごみ袋売りさばき人
（注文）
↓
市役所
(納品書等伝票作成)
↓
市役所（午後１時以降）
（納品伝票引き渡し）
（送先ﾘｽﾄ引き渡し）
↓
契約業者
（納品伝票受領）
（配送準備） 　

　
　
　
　

契約業者
（配送作業）
↓
ごみ袋売りさばき人
（納品書へ受領印）
↓
契約業者
（受領印書類回収）

契約業者
（受領印書類引き渡し）
↓
市役所
（受領印書類受領）

●契約業者が市役所へ
　 取りに行きます。



別紙５

配達先（売りさばき人）現在許可施設一覧

指定番号 郵便番号 住所

2 016-0845 能代市通町

3 016-0862 能代市字寿域長根

4 016-0188 能代市字寺向

5 016-0854 能代市字豊祥岱

11 016-0879 能代市字不老岱

12 016-0817 能代市上町

13 016-0825 能代市柳町

14 016-0816 能代市富町

15 016-0822 能代市東町

17 016-0852 能代市出戸本町

18 016-0011 能代市坂形字堂ノ後

20 016-0892 能代市景林町

21 016-0151 能代市桧山字桧山町

36 016-0116 能代市字機織轌ノ目

41 016-0002 能代市朴瀬字大川反

44 016-0843 能代市中和一丁目

45 016-0831 能代市元町

46 016-0801 能代市浜通町

49 016-0854 能代市字豊祥岱

52 016-0823 能代市若松町

53 016-0179 能代市浅内字黒岡

54 016-0871 能代市字昇平岱

58 016-0855 能代市字西大瀬

59 018-3121 能代市二ツ井町飛根字富根

60 018-2801 能代市常盤字苅橋

62 016-0842 能代市追分町

64 016-0014 能代市落合字中大野台

65 016-0014 能代市落合字落合

66 016-0013 能代市向能代字上野

67 016-0839 能代市能代市東大瀬



別紙５

指定番号 郵便番号 住所

70 016-0014 能代市落合字上谷地

71 018-2801 能代市常盤字山谷

72 018-2801 能代市常盤字町辺

73 016-0179 能代市浅内字浅内

77 016-0816 能代市富町

78 016-0846 能代市栄町

79 016-0822 能代市東町

85 016-0891 能代市西通町

86 016-0014 能代市落合字下谷地

87 016-0121 能代市鰄渕字古屋敷

89 016-0871 能代市字昇平岱

94 016-0873 能代市字長崎

97 016-0805 能代市大手町

99 016-0831 能代市元町

101 016-0872 能代市字芝童森

104 016-0862 能代市字寿域長根

106 016-0803 能代市大町

108 016-0014 能代市落合字上悪土

112 016-0891 能代市西通町

115 016-0122 能代市扇田字道地

116 016-0891 能代市西通町

117 016-0897 能代市昭南町

124 016-0833 能代市明治町

125 016-0804 能代市万町

127 016-0804 能代市万町

129 016-0804 能代市万町

133 016-0839 能代市字東大瀬

137 016-0864 能代市字鳥小屋

139 016-0179 能代市浅内字鵜川堺

142 016-0821 能代市畠町

147 016-0852 能代市出戸本町



別紙５

指定番号 郵便番号 住所

148 016-0821 能代市畠町

150 016-0852 能代市出戸本町

155 016-0188 能代市字寺向

159 016-0011 能代市坂形字鳥形

164 016-0873 能代市字長崎

165 016-0013 能代市向能代字上野

166 016-0014 能代市落合字砂田

167 016-0013 能代市向能代字上野越

168 016-0171 能代市河戸川字南後田

170 016-0184 能代市字高塙

174 016-0864 能代市字鳥小屋

175 016-0014 能代市落合字下前田

176 016-0121 能代市鰄渕字古屋布

177 016-0863 能代市字後谷地

179 016-0839 能代市字東大瀬

180 016-0839 能代市字東大瀬

181 016-0856 能代市字藤山

182 016-0014 能代市落合字下大野

183 016-0101 能代市字中関

184 016-0875 能代市字南陽崎

188 016-0115 能代市字悪戸

189 016-0802 能代市川反町

190 016-0014 能代市落合字上悪土

191 016-0837 能代市字西赤沼

192 016-0873 能代市字長崎

193 016-0179 能代市浅内字浅内堤下

194 016-0184 能代市字高塙

195 016-0803 能代市大町

196 016-0804 能代市万町

197 016-0817 能代市上町

198 016-0121 能代市鰄渕字家ノ下



別紙５

指定番号 郵便番号 住所

199 016-0862 能代市字寿域長根

200 016-0014 能代市落合字上前田

201 016-0014 能代市落合字上前田

202 016-0014 能代市落合字上前田

203 016-0188 能代市字寺向

204 016-0853 能代市字出戸後

205 016-0181 能代市能代市大瀬儘下

206 018-3145 能代市二ツ井町字道上中坪

207 016-0121 能代市能代市鰄渕字古屋布

208 016-0121 能代市能代市鰄渕字古屋布

209 016-0121 能代市能代市花園町

211 016-0851 能代市緑町

212 016-0121 能代市鰄渕字一本柳

213 016-0832 能代市南元町

501 018-3152 能代市二ツ井町字下野家後

503 018-3103 能代市二ツ井町荷上場字鍋良子出口

505 018-3121 能代市二ツ井町飛根字富根

507 018-3155 能代市二ツ井町字比井野

508 018-3102 能代市二ツ井町小繋字恋ノ沢

509 018-3155 能代市二ツ井町字比井野

510 018-3144 能代市二ツ井町字中坪

511 018-3155 能代市二ツ井町字比井野

513 018-3155 能代市二ツ井町字比井野

515 018-3113 能代市二ツ井町仁鮒字大川反

519 018-3124 能代市二ツ井町切石字山根

520 018-3122 能代市二ツ井町飛根字羽立

522 018-3121 能代市二ツ井町飛根字富根

523 018-3121 能代市二ツ井町飛根字富根

524 018-3151 能代市二ツ井町字三千苅

528 018-3147 能代市二ツ井町字小槻ノ木

530 018-3124 能代市二ツ井町切石字大倉



別紙５

指定番号 郵便番号 住所

531 018-3145 能代市二ツ井町字道上中坪

532 018-3103 能代市二ツ井町荷上場字館ノ下山根

533 018-3103 能代市二ツ井町荷上場字柳生

534 018-3132 能代市二ツ井町種字外面

536 018-3151 能代市二ツ井町字三千苅

537 018-3151 能代市二ツ井町字三千苅

538 018-3155 能代市二ツ井町字比井野

539 018-3151 能代市二ツ井町字三千苅

540 018-3102 能代市二ツ井町小繋字神明社下

541 018-3143 能代市二ツ井町字太田面

556 018-3132 能代市二ツ井町種字熊野堂前

561 018-3122 能代市二ツ井町飛根字前田
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